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１．当施設組合設立の経緯と施設再編建設方針決定の背景 
 

＜現一部事務組合の設立＞ 

 当施設組合は、平成 31 年４月にそれまで管内に存在していた旧飯塚市・桂川町衛生施設組合と、

旧ふくおか県央環境施設組合が統合し、今後進行する人口減少への対応及び資源循環・環境共生型

社会の実現に向けて、スケールメリットを活かした効率的な施設運営を図るための「新たな広域的

処理体系」を構築すること等を目的に新たに設立された。 

 

＜管内環境施設等の一元的な管理運営＞ 

 この組織の統合において、二つの旧一部事務組合が管理運営していた環境施設等の集約と、それ

までの飯塚市、嘉麻市による直営施設が無償貸与にて当組合へ移管され、管内の環境施設等を一元

的に管理運営することが可能となった。このため、特に処理対象区域の早期の見直しを行う必要が

あったごみ処理施設再編建設への方針の検討を進めた。 

 

＜ごみ処理施設再編建設の方針決定＞ 

 現在の施設組合が設立した平成31年(令和元年)当時、管内には次の環境施設等が稼働していたが、

その大半は長期間の経年使用による劣化が進んでいることが確認されていた。 
 

可燃ごみ処理 

施設 
４施設 

飯塚市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 清掃工場 平成 10 年４月開設 21 年経過 

桂苑 平成６年４月開設 25 年経過 

嘉麻ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 昭和 62 年２月開設 32 年経過 

ごみ燃料化ｾﾝﾀｰ 平成 14 年８月開設 16 年経過 

リサイクルごみ 

処理施設 
３施設 

飯塚市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 平成 10 年４月開設 21 年経過 

桂苑(粗大ごみ処理施設) 平成６年４月開設 25 年経過 

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 平成 11 年４月開設 20 年経過 

最終処分場 ３施設 

飯塚市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 埋立処分場 平成 10 年４月開設 21 年経過 

嘉麻ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 最終処分場 平成 13 年４月開設 18 年経過 

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ･一般廃棄物最終処分場 平成 11 年４月開設 20 年経過 

し尿処理施設 ４施設 

飯塚市環境ｾﾝﾀｰ 平成８年４月開設 23 年経過 

嘉麻浄化ｾﾝﾀｰ 平成９年４月開設 22 年経過 

穂波苑 平成 15 年４月開設 16 年経過 

汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ 平成 18 年７月開設 12 年経過 

火葬場 ３施設 

飯塚市斎場 平成４年４月開設 27 年経過 

嘉麻斎場 平成 29 年１月開設 ３年経過 

筑穂園 昭和 52 年５月開設 41 年経過 

※経過年数は組合設立時(平成 31年４月時点)の年数 
 

 中でも、特にごみ処理施設は、一般的に施設の更新や延命化を実施する時期の目安とされている

20～25 年を迎えていたとともに各施設の稼働率は 50～77％であり、将来の人口減少を見据えて、今

後の効率的な施設運営の検討を進める必要があった。また、喫緊の課題に、県と共同実施していた大

牟田市での事業終了が決定されており、ごみ燃料化センターの存続か廃止を早期に方針決定する必

要が生じていた。 
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２．ごみ処理施設再編整備の取組について 
 

本組合が所管しているごみ処理施設の全７施設はいずれも劣化が進んでいることなどから、今後

もより効率的で安定的なごみ処理を実施していくために、令和２年 10 月に方針決定した「「ごみ処理

施設の広域化に向けた再編方針」及び「「新たなごみ処理施設を建設する集約化方針」に基づき、施設

の再編や集約化に向けた取組を次のように進めている。 
 

再編・集約イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～令和５年３月末 

可燃ごみ処理施設 リサイクル施設 

… 飯塚市クリーンセンター 

 
… 桂苑 

 
… 嘉麻クリーンセンター 

 
… ごみ燃料化センター 

… 飯塚市クリーンセンター・リサイクルプラザ 

 
… 桂苑(粗大ごみ処理施設) 

 
… リサイクルセンター・リサイクルプラザ 

令和５年４月～ 

可燃ごみ処理施設 リサイクル施設 

… 飯塚市クリーンセンター・リサイクルプラザ 

 
… 桂苑(粗大ごみ処理施設) 

 
… リサイクルセンター・リサイクルプラザ 

再 編 

… 飯塚市クリーンセンター 

 

 

… 桂苑 

 
ごみ燃料化センターを廃止 

嘉麻クリーンセンターを休止 

令和 12 年度(目標) 

可燃ごみ処理施設・リサイクル施設 

令和 12 年度開設を目標とする新たなごみ処理施設だけで、飯塚市、 

嘉麻市及び桂川町の２市１町管内のごみ処理を行っていく方針。 

集 約 
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３．新たなごみ処理施設建設に係るこれまでの主な経過について 
 

当施設組合の設立経過と、ごみ処理施設再編整備等の取組に関する主な経緯は次のとおりとなっ

ている。 
 

年 月 内 容 

平成９年５月 
国が「都道府県によるごみ処理の広域化計画策定の方針」を通知し、地理的・

社会的な条件等を勘案した地域の広域ブロック化が推進された。 

平成 11 年３月 
国の方針に沿って福岡県が 「福岡県ごみ処理広域化計画」を策定し、県のごみ

処理の広域化への方針が示された。 

平成 21 年７月 

２市２町と従前の２つの一部事務組合(飯塚市・桂川町衛生施設組合、ふくお

か県央環境施設組合)による「環境施設等のあり方についての検討会議」が発

足し、以降、ごみ処理施設の広域化及び施設の集約化に関する調整協議を平成

28 年度まで行った。 

平成 29 年４月 

２市２町と従前の２つの一部事務組合による 「環境施設等広域化に関する任意

協議会」が設立し、ごみ処理・し尿処理施設、火葬場の一元的な運営管理と、

広域化の推進をめざす一部事務組合の統合等の調整を行った。 

平成 31 年３月 
国が 「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設

の集約化」についての方針を決定し示された。 

平成 31 年４月 

従前の２つの一部事務組合が統合し、現在の 「ふくおか県央環境広域施設組合」

が設立。ごみ処理・し尿処理施設、火葬場の運営管理の一元化及び施設の再編

等を進める広域化・集約化の推進体制が確立された。 

令和２年 10 月 

ふくおか県央環境広域施設組合と２市２町での協議・検討を経て 「ごみ処理施

設の広域化に向けた再編方針」及び 「新清掃工場の建設を推進する集約化方針」

が決定し、新清掃工場建設への建設地の選定等、具体的な取組を開始した。 

令和３年 11 月 

「新清掃工場の建設を推進する集約化方針」決定に伴い、新ごみ処理施設の建

設候補地の選定が必要となったため、令和２年 11 月から、ふくおか県央環境

広域施設組合と２市２町での慎重な検討・協議を実施し、 「既存の桂苑敷地(桂

川町大字九郎丸 275‐72 外５筆)とその隣接地」を建設候補地に選定した。 

令和３年 12 月 

新施設の建設事業を進めていくには、地元、桂川町九郎丸区の方々と建設候補

地の土地所有者である関係団体等の方々に理解をいただくことが前提となる

ため、九郎丸区の役員及び関係団体等の役員に向けて 「ごみ処理施設建設に関

する説明会(第１回)」を実施した。 

【参加者：17 名】 
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令和４年４月 

新型コロナウイルス感染防止の観点から、多数の人を集めての協議の場が設け

られなかったため、また、年度替わりにより九郎丸区役員及び関係団体等役員

の入れ替わりもあったことから、再度、 「ごみ処理施設建設に関する説明会(第

２回)」を実施した。 

【参加者：13 名】 

令和４年５月 

九郎丸区の住民の方々を対象に桂川町住民センターにて 「ごみ処理施設建設に

関する住民説明会(第３回)」を実施した。しかしながら、当日の参加者が少な

かったため、後日、当日の配付資料を九郎丸区に各戸配付を行った。 

【参加者：15 名】 

令和４年 11 月 

建設候補地の土地所有者である九郎丸生産森林組合の方々を対象に 「近代的ご

み処理施設見学会」を開催した。 

【見学先：宮ノ陣クリーンセンター、佐賀市清掃工場】 

【参加者：22 名】 

令和５年４月 

「九郎丸生産森林組合総会」に出席し、新たなごみ処理施設の建設計画に関し

て説明を行った。 

【参加者：26 名】 

令和５年４月 

九郎丸区の住民の方々を対象に「近代的ごみ処理施設見学会」を開催した。 

【見学先：佐賀市清掃工場、宮ノ陣クリーンセンター】 

【参加者：42 名】 

令和５年７月 

建設候補地の土地所有者である九郎丸生産森林組合の理事との有償譲渡申入

れに係る協議(第１回)を行った。この協議で、譲渡の話を進めるには、まず、

九郎丸区から同意を得ることが前提との改めての意見があった。 

令和５年９月 

九郎丸生産森林組合の理事との有償譲渡申入れに係る協議(第２回)を行った。

当日は、九郎丸区長にも出席いただき、区としての同意をいただくための臨時

総会開催への了承を得る。 

令和５年 10 月 

「九郎丸区臨時総会」に出席して、新たなごみ処理施設の建設計画の説明を実

施し、同区より、今後、区からの要望事項に対し双方での協議の上、反映して

いくことを条件としての同意を得た。 

【参加者：28 名】【委任状提出者：64 名】 

令和５年 11 月 

九郎丸生産森林組合の理事との有償譲渡申入れに係る協議(第３回)を行った。

九郎丸区より同意を得たため、九郎丸生産森林組合所有地の有償譲渡の申入れ

についても、今後、買収交渉において双方での充分な協議の上、円満な合意を

図っていくことを条件としての九郎丸生産森林組合からの同意を得た。 
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令和５年 11 月 

九郎丸農業生産組合と同意の条件である区からの要望事項について意見交換

を行った。 

【参加者：15 名】 

令和５年 12 月 

「九郎丸区臨時組長会議」に出席して、同意の条件である区からの要望事項に

ついて意見交換を行った。 

【参加者：13 名】 

令和６年１月 

九郎丸区の役員等と区からの要望事項に関し協議及び地域振興に関する意見

交換を行った。(第１回) 

【参加者：11 名】 

令和６年２月 

九郎丸区の役員等と区からの要望事項に関し協議及び地域振興に関する意見

交換を行った。(第２回) 

【参加者：11 名】 

令和６年２月 
九郎丸区との新たなごみ処理施設建設の同意の条件であった地元要望事項に

関して、書面にて要望書が提出された。 

令和６年６月 

九郎丸区の住民の方々を対象に 「近代のごみ処理施設から発生するエネルギー

を利活用した余熱利用施設見学会」を開催した。 

【見学先：県央県南広域環境組合 余熱利用施設】 

【参加者：30 名】 

 

※上記のほか、令和３年 12 月に実施した第１回目の地元説明会以降、地元の歴代区長をはじめ、本

件の窓口となっていただいている関係団体の役員の方々とは、別途、100 回以上調整協議を行って

きている。 
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４．新たなごみ処理施設の建設候補地選定について 
 

新たなごみ処理施設の建設には、２市１町において膨大な建設費用の負担が見込まれるため、で

きるだけ建設費用等を抑制し、開設後も効率的な施設運営に繋がることを念頭に慎重な建設候補地

の選定に取り組み、令和３年 11 月にその特定に到りました。 
 

建設候補地の選定経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜新施設建設候補地＞ 

 令和３年 11 月８日と同月 19 日の２回に渡る正副組合長会議での慎重な二次選定が行われ、新た

なごみ処理施設の建設候補地が特定される。 
 

【候補地】桂川町大字九郎丸 275-72 外５筆(既存桂苑敷地)とその隣接地 

 

《検討対象地の絞り込み》 
 

全検討対象地を９箇所に絞り込み 

【実施期間：令和３年３月～令和３年７月】 

《候補地一次選定》 
 

大学教授等の有識者２名と構成市町副市町

長３名による建設候補地選定会議を設置し

て９箇所を審査し、３箇所に絞り込み 

【実施期間：令和３年７月～令和３年 10 月】 

《候補地二次選定》 
 

２回に渡る正副組合長会議において３箇所

を審議し、１箇所を選定 

【実施期間：令和３年 10 月～令和３年 11 月】 

取組内容・検討事項等 

構成市町との協議により、概ね３ha以上の

公有地で、必要と見込む用地面積の 1/2 以

上が確保できる一団の用地を抽出 

主に以下の要件で精査し絞り込み 
 

・公有地による土地面積の確保 

・関係法令による規制等との照合 

・災害発生時における影響等 

・収集運搬の効率性 

・現稼働施設敷地内での建替えの可能性 

主に以下の要件で審査し絞り込み 
 

・現況の土地利用状況等 

・周辺地への生活環境の影響 

・施設建設に伴う経済性 

・各候補地に関する現地調査 

以下のとおり審議し１箇所を選定 
 

・建設工事以外の関連工事等の内容 

・これまでの評価内容の再確認等 

《検討対象地の抽出》 
 

管内 65 箇所と既存３施設の敷地 

【実施期間：令和２年 11 月～令和３年３月】 
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建設候補地位置図 

 
建設候補地の選定では、新施設開設後の施設運営における収集運搬等の効率性や経済性を重視し、

管内の中心地から、２市１町それぞれの人口重心地を含む半径７㎞の圏内での選定を行った。 
 

※人口重心地は、ある地域の居住者が同じ体重と仮定して、バランスを崩さず地域全体を支え 

られるポイントとなる人口分布の中心点。 

《 建設候補地 》 
 

桂苑敷地とその隣接地(民有地) 
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建設候補地の概略図 
 

 
 

        ・・・既存桂苑敷地               ・・・町道 
 

        ・・・新施設建設位置図イメージ 

 

 

 

 

 

 

約５ha 
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５．候補地選定における要望と地元調整への対応方針について 
 

新たなごみ処理施設の建設候補地が選定された令和３年 11 月 19 日開催の正副組合長会議では、

当該地を建設候補地として特定することに対し、副組合長の桂川町長からなされた次のような意見

と要望について確認され、全会一致で承認された。 

 
 

《 令和３年 11 月 19 日開催 正副組合長会議 会議録(抜粋) 》 
 

今後の事業推進の中で町あるいは地元等の意見または要望に対しては、誠意をもって対応し 

ていただきたいということ。それから、大型の施設でありますから、地域の振興発展といった 

ことにも積極的に取り組む姿勢をもっていただきたいということ。それともう１つは、事業の 

進捗状況について特に計画変更とか起こりうるかと思いますので、地元への報告はしっかりと 

やっていただくということ。以上のことは、お願いしておきたい。 
 

 

また、当日の正副組合長会議終了後には、新施設建設への今後の進め方に関する意見交換が行わ

れ、まずは地元の同意を得ることを最優先とし、慎重かつ丁寧に地元との調整を進めながら、状況を

鑑みて必要な具体的取組を進めていくこととして意思統一が図られた。 

このような地元との調整の方針によって、これまで充分慎重な対応に努めてきており、地元との

一定の良好な関係性が構築されてきた段階で、地元代表者の了承を得て、当該候補地に対する次の

取組を実施してきた。 

 
 

《 地元調整と併せて実施してきた取組 》 
 

 ➤ 施設整備基本計画の策定 

 ➤ ＰＦＩ等導入可能性調査 

 ➤ 測量・地質調査 

 ➤ 生活環境影響調査 
 

 

 建設候補地の地元との慎重な調整を行ってきた結果、令和５年 10 月 22 日に地元九郎丸区の臨時

総会が開催され、施設建設について賛成多数での同意が得られたことから、現在、用地買収の交渉に

着手し、併せて造成設計など、施設建設に係る具体的な取組を進めている。 
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６．事業方式の検討 
 

新たに建設するごみ処理施設で採用する処理方式は、様々にあるプラントのうち、当施設組合管

内におけるごみ排出量をはじめ、その処理で生じる副生成物の処分方法、または、施設開設後のラン

ニングコストの見込み等により、運営管理の効率化を見据え決定していく必要がある。このため、過

去に国内で建設されている先行事例を調査し、次の表のように最も多く採用されているＤＢＯ方式

での事業推進を図っていく方針とした。 
 

《 各事業方式の採用実績 》 

 
※平成 13～30 年度の工業新報、報道発表、自治体 HP などの情報により作成。 

 

【ＤＢＯ方式を採用することとした主な理由】 

 ①先進事例での採用実績の多さから、他自治体との比較検討が行いやすい。 

 ②建設から運営まで包括的に受託するため、事業者は長期的な視点で効率化や合理化を図ること

ができ、※ＤＢ＋Ｏ方式と比較し、さらにコストの抑制が図られる。 

 ③国交付金と地方債の活用により資金調達に係るコストの抑制が図れる。 

 ④運営委託費の長期間の平準化が見込める。 

 

〔 参 考 〕 

 

ＢＯＯ
Build Own Operate
建設-所有-運営等

ＢＯＴ
Build Operate Transfer
建設-運営等-移転

建設-移転-運営等

ＤＢＭ
Design Build Maintenance

事業手法

Ｐ
Ｆ
Ｉ(

民
設
民
営)

特　徴

内　容

ＢＴＯ
Build Transfer Operate

ＤＢＯ
Design Build Operate

民間が資金調達し施設を建設・運営。契約期間終了後，民間が施設
を解体。（契約を継続する場合もある）

事業終了後も所有権は民間が保有。

民間が資金調達し施設を建設・運営。契約期間終了後，公共へ所有
権を移転。

所有権移転まで，固定資産税収入が見込める。

資金
調達

設計
建設

運営
等

民間
関与度

運営における公共の関与度が高い。

公共が資金調達・事業主体となり，施設の建設と補修を一体で民間
に発注し，補修を除くその他の運営を公共が担う。

民間 民間

民間

民間

民間

民間

公共

公共

運営開始直後から所有権が公共にあり，独占的利用が確保される。

民間が資金調達し施設を建設。施設完成後所有権を公共に移転し，
運営を事業終了まで同一の民間に委ねる。

民間 民間 民間

民間 民間 民間

民間 民間 民間 公共 公共

※ＤＢ＋Ｏは、ＤＢＯと同様に公共が資金調達と建設の事業主体となり、維持管理・運営は別途民間事業者に委託する方式。公設公営での長期包括委
　託と同様となる。

民間 公共 公共 公共

公共
民間

公共
民間

公共 公共 公共

公共
民間

Ｄ
Ｂ
Ｏ
等(

公
設
民
営)

設計-建設-運営等

公共が資金調達・事業主体となり，施設の建設・運営を一体で民間
事業者に発注する。
業務の関連性・一体性や長期的運営を見越した民間事業者の創意工
夫の発揮が期待される。

設計-建設-補修

施設の所有

事業
終了後

建設時 運営時

大

　
小

公共
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７．一般廃棄物処理施設建設及び運営事業の事業者募集について 
 

 現在、新たなごみ処理施設の建設と運営を行う事業者選定に向けて、当施設組合と構成市町のホ

ームページで募集要項及び要求水準書等の関係資料を公表している。その各資料に示している新施

設に求める設備や運営方法の要件等の根幹となる施設建設の方針を次のとおり検討し取りまとめて

いる。 

 

＜施設整備基本方針＞ 

国、県及び構成市町の各種上位・関連計画より、今後一般廃棄物処理に係るキーワードを抽出し、

新たなごみ処理施設の施設整備基本方針を以下のように取りまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施設規模＞ 

新たに建設する施設は、エネルギー回収型廃棄物処理施設(可燃ごみ処理施設)及びマテリアルリ

サイクル推進施設の２施設となり、両施設の規模は令和４年３月に策定した「一般廃棄物処理基本

計画」の目標値を基に、「「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づく対応を勘案

し、以下のとおり設定をした。なお、エネルギー回収型廃棄物処理施設については、災害廃棄物が発

生した場合にも対応できる処理量を含み設定している。 
 

施 設 区 分 施 設 規 模 

エネルギー回収型廃棄物処理施設 

（ 可 燃 ご み 処 理 施 設 ） 
２２０ｔ/日（１１０ｔ/日 × ２炉） 

マテリアルリサイクル推進施設 

２５.０ｔ/日 

 (内訳) 不燃ごみ：８.２ｔ/日 

粗大ごみ：６.０ｔ/日 

空きかん・空きびん：４.３ｔ/日 

ペットボトル：１.３ｔ/日 

プラスチック資源：５.２ｔ/日 

 

   

※新施設の処理能力は、管内における将来の人口減少を見据え設定している。 

《施設整備基本方針》 
 

１．安全性及び安定性の高い施設 

２．効率的かつ経済的な施設 

３．循環型社会及び脱炭素社会に資する施設 

４．計画的な維持管理による長寿命化施設 

５．災害時にも安定した稼働ができる強靭な施設 

６．環境教育及び啓発に活用できる施設 

７．景観に配慮し、地域に親しみを持たれる施設 

上位・関連計画における 

キーワード 
 

①適正処理 ②資源循環 

③処理の効率化 ④環境保全 

⑤長寿命化 ⑥防災機能 

⑦省エネルギー化 

⑧再生可能エネルギー 

⑨脱炭素 ⑩環境教育 

⑪収集・運搬体制 

⑫広域化・集約化 ⑬景観 

⑭地域や社会への貢献 
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＜エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理方式＞ 

新施設に採用する処理方式は、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」(発行:公益社

団法人全国都市清掃会議)に示されている処理方式のほか、近年、国内の一般廃棄物処理で実績があ

る最新技術等も検討の対象として令和５年７月以降、以下のとおり精査し選定した。 
 

《一次選定》 

プラントメーカ(９社)へのヒアリングを実施 

➤過去 10 年間(平成 25 年度～令和４年度)における受注実績で施設

規模 150ｔ/日以上の実績があるプラントメーカを対象に調査 ・見

積等を行った。 

➤最新技術の処理方式に関しては、当施設組合が求める施設規模の

対応が可能かを含め調査・見積等を行った。 

 

 

《二次選定》 
➤一時選定でのヒアリング結果を踏まえ、施設整備基本方針に照ら

し、定量的・定性的に評価した。 

 

 

《三次選定》 

プラントメーカ(11 社)へのヒアリングを再度実施 

➤参加意欲の有無の確認を行った。 

➤本組合が求める施設規模、予定する用地面積での事業実現性の確

認を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《エネルギー回収型廃棄物処理施設への採用を予定する処理方式》 
 

焼却方式(ストーカ式)とガス化溶融方式(シャフト炉式)の処理方式を採用予定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【焼却方式(ストーカ式)】    【ガス化溶融炉(シャフト炉式)】 
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 エネルギー回収型廃棄物処理施設で採用予定とする処理方式の概要、メリット及びデメリット等

を次のとおり整理する。 
 

《 採用処理方式の比較表 》 
 

方 式 焼却方式(ストーカ式) ガス化溶融(シャフト炉式) 

概 要 

 

ストーカ式は、ごみを乾燥させる

ための乾燥段、燃焼するための燃焼

段、未燃焼分を完全に燃焼させるた

めの後燃焼段の３段になっている。  

 

 

 
 

【Ｒ４国内稼働実績：659 施設】 
 

 

高炉の原理を応用したごみの溶

融方式であり、炉の上部から順次、

乾燥、熱分解、燃焼、溶融され、熱

分解ガスは、二次燃焼により完全燃

焼し、排ガス処理装置を通して排出

される。熱源としてコークス等を利

用する。 
 

【Ｒ４国内稼働実績：55 施設】 
 

受入対象物 可燃ごみ、約 70㎝角以下 可燃･不燃ごみ、約 70㎝角以下 

副生成物 

 

・焼却主灰 

・焼却飛灰 

 
 

 

・溶融スラグ 

・溶融メタル 

・溶融飛灰 
 

メリット 

 

➤国内に豊富な稼働実績があり、安

定かつ安全な稼働が可能。 
 

➤他の焼却処理方式に比べて比較

的に電力消費量が少ない。 
 

➤蒸気量の変動が少なく安定的な

余熱利用が可能。 

➤シャフト炉式と比べ、ＣＯ２排出

量が少ない。 
 
 

 

➤高温で直接溶融するため、対応可   

能な廃棄物の範囲が広い。 
 

➤他の焼却処理方式と比較して最

終処分量が少ない。 
 

➤発熱量が他方式と比較して大き

く、余熱利用可能量は大きい。 
 

➤ごみを全て溶融しスラグとメタ

ルに分離回収できる。 
 

デメリット 

 

➤焼却残渣の処分方法を確立する

必要がある。 
 

➤ガス化溶融処理方式と比較して

最終処分量が多くなる。 
 

➤多くの場合、汚泥の混合処理に制

限があり、一般的に混合割合１割

程度が限度とされている。 
 

 

➤コークスなど、高温を維持するた

めの助燃剤の使用量が大きくな

る。 
 

➤助燃材の利用等によりＣＯ２排出

量が多くなる。 
 

➤溶融飛灰と生成物のスラグ、メタ

ルの処分方法確立が必要。 
 

※概略図出典：ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版 

※稼働実績数：環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査 令和４年度調査結果 より引用 
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８．新たなごみ処理施設整備に関する価格等について 
 

＜施設建設及び運営事業に関する提案上限価格＞ 

本事業はＤＢＯ方式で進めるため、事業者から提案される価格は、設計「・建設事業費と 20年間の

管理運営事業費を合計した価格となる。提案上限価格の設定は、前述したエネルギー回収型廃棄物

処理施設の処理方式の選定を行った際のプラントメーカヒアリングでの見積価格を参考に以下のと

おり設定している。なお、このヒアリングでは、エネルギー回収型廃棄物処理施設の見積だけでな

く、マテリアルリサイクル推進施設と両施設の運営に関する見積も含め取得した。 
 

ＤＢＯ方式による提案価格(上限額) 

 

【 設計 】      【 建設 】 

Ｄｅｓｉｇｎ          Ｂｕｉｌｄ 

    
 

事業年度：令和７～11 年度 

 

【 運営 】      【資源化】 

Ｏ ｐ ｅ ｒ ａ ｔ ｅ 

    
 

事業年度：令和 12～31 年度 

価格：４４，５０１(百万円) 価格：２９，９２６(百万円) 

※上記の価格は、現在実施している公募の提案上限価格での税込みの概算事業費となる。 
 

 現在、既存の複数の施設でも管理運営費を支出しているが、新たなごみ処理施設を建設すること

によっては以下のように管理運営費の抑制に繋がるものと見込んでいる。 

【単位：百万円】 

項目 
既存施設 

(①) 

新施設 

(②) 

抑制効果見込額 

(②‐①) 

管理運営費(20 年間) ３７，７２５ ２５，７２２ △１２，００３ 

資源化費(20 年間) ４，５６０ ４，２０４ △３５６ 

計 ４２，２８５ ２９，９２６ △１２，３５９ 

※上記の金額は、税込み価格となる。 

※既存施設(①)は、現在稼働している施設で負担が生じている費用となる。 

 

 

 

 

 

 

＋ ＋ 

前述した各事業費は提案上限価格の場合の概算額であり、現在

実施している公募での事業者からの提案価格によっては事業費

が減少する。 
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＜本事業に関連するその他事業費＞ 

前述した施設建設及び運営事業費のほかに、本事業に関連し必要と見込んでいる概算事業費を次

のとおり整理する。 
 

項 目 費 用 

① 造成工事費 ３，９３４(百万円) 

② 施工管理費等 １，７２６(百万円) 

③ 地域振興策経費等 ３，０２８(百万円) 

④ 用地取得費 未定(交渉中) 

⑤ 既存施設解体費 未定(未着手) 

       ※上記の費用は、税込みの概算事業費となる。 
 

 本事業の財源として、建設においては循環型社会形成推進交付金を活用するほか一般廃棄物処理

事業債及び過疎債等の地方債の活用を計画している。また、上記の本事業に関連するその他事業に

おいても一般廃棄物処理事業債及び過疎債の活用を計画しているとともに、③の地域振興策経費等

へは社会資本整備総合交付金の活用やＰＦＩ方式での事業実施を検討し、事業費の抑制に努め進め

ていくよう計画している。 
 

➤地方債 

費目 充当率 交付税措置率 

一般廃棄物処理事業債 

補助事業 ９０％ ５０％ 

単独事業 ７５％ ３０％ 

用地関連 １００％ な し 

過疎債 １００％ ７０％ 

 

➤社会資本整備総合交付金 

交付対象事業 交付率 備 考 

道路事業、砂防事業、 

水道事業、住環境整備 

事業 等 

交付対象事業の 

全体事業費の 

２０/１００ 

社会資本の整備その他 

の取組に関する計画に 

基づく事業 

 

 現在、活用を計画している交付金及び地方債以外にもできるだけ事業費の軽減を図れるよう、活

用が見込める交付金や補助金等の調査・検討を行っている。 
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９．事業者募集・選定のスケジュール 
 

現在実施している事業者の公募と選定のスケジュールは以下のとおり計画している。 
 

令和６年７月29日(月) 募集要項等の公表 

令和６年８月５日(月)～８月13日(火) 募集要項等に関する質問の受付(第１回) 

令和６年９月２日(月) 募集要項等に関する質問回答の公表(第１回) 

令和６年９月２日(月)～９月12日(木) 参加表明書、参加資格審査申請書等の受付 

令和６年９月25日(水) 資格審査結果の通知 

令和６年９月25日(水)～10月２日(水) 募集要項等に関する質問の受付(第２回) 

令和６年10月23日(水) 募集要項等に関する質問回答の公表(第２回) 

令和６年11月27日(水) 提案書類の受付 

令和７年１月 提案書類に関するヒアリング 

令和７年２月 優先交渉権者の公表 

令和７年３月 基本協定の締結 

令和７年度(見込) 特定事業契約の仮契約締結 

令和７年度(見込) 特定事業契約の本契約締結 
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10．今後のスケジュール 
 

 今後の事業全体のスケジュールを次のとおり計画している。 
 

 

【新たなごみ処理施設建設に係る事業スケジュール】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

施設整備基本計画・基本設計策定

公募資料作成

実施方針策定(Ｒ6.3 公表)

要求水準書策定

R6.7.29事業者公募開始の公告  R7.1 優先交渉権者選定

● ● ● R7.2 組合議会へ報告

● ● R8.2 組合議会

(※構成市町議会報告)

(臨時議会への予算・契約議案上程予定)

⑧

⑩ 交付金

⑪ 起債

【議会定例会スケジュール】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

⑥
建設事業者の選定
(公募型プロポーザル方式)

 組合議会（定例会）

 市町議会（定例会）

施
設
建
設
に
係
る
業
務

● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●

R12

● ● ● ● ● ● ● ● ●

R7 R8 R9 R11

● ●

予
算
手
続

　　　　　　　　　　　　　    年度 月
  事業名

R5 R6

(造成工事)

⑨ 建設工事 優先交渉権者との調整完了後 議会提案 議決後実施設計へ移行 (建設工事)

施
設
整
備
事
業

⑦
都市計画決定手続き等
(県・桂川町・組合協議)

都市計画決定手続き

造成工事

保安林解除手続き

　　　　　　　　　　　　　 　 年度 月
  事業名

R5 R6 R7 R8 R9 R11 R12

① 施設整備基本計画･基本設計等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
施
設
稼
働

(

目
標

)

② 住民説明及び協議（随時） 住民説明及び協議(随時)

③
用地取得・補償
(立木伐採等)手続き

用地交渉・取得

④ 敷地造成設計 現地調査・造成設計

⑤ 建設工事発注事務(基本設計)

交付金要望活動

起債要望活動




